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リーガルサポートシステム（企業法務専門支援員制度）のご案内 
 

   商工会では弁護士資格を持つ企業法務専門支援員を常時設置し、会員の皆様からの法律相談に無料で応じる  

制度があります。請負契約、債権回収、相続関係、連帯保証人、時効制度等のご相談や身近な法律相談（事業

以外の相談も可）まで、気軽にご利用ください。相談予定日は毎月第一金曜日です。  

        次回相談予定日  平成２７年１２月４日（金） 午前１０時 ～ 午後４時  

 ■ご相談を希望される方は、商工会本所または最寄の支所まで事前にお申し込みください。 

 
    

 ㈱日本政策金融公庫の融資担当者がご相談に応じます。商品の仕入資金、手形・買掛決済資金、ボーナス支払資金

等の運転資金や車両購入等設備資金で借入をご希望の方は是非ご相談下さい。 

               

           
 

  

     

 

 

 
 

  
 

 

 

     
    

  

    
         

                            

      

       

     

                 

                             

                
  

     

    
  

 

               

 

 

         
  

               

        

        

       
 

       

        

            

          



           次回の 会員一斉訪問実施予定日は １２月１４日（月） です  
 

  

 ☎ 45- 2210  

記帳継続指導個別相談会のお知らせ 
 

      

                     

                        

          《貸 付 金 利 の 状 況》      （平成２７年１１月１日現在） 

日本政策金融公庫 
 普通貸付 １．２５％～２．９０％   ↘ 

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） １．１５％   ↘ 

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．６０％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％～２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．５５％   → 
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 平成２６年１１月に施行された「過労死等防止対策推進法」において、１１月は「過労死等防止啓発月間」とされています。

労働時間の現状をみると、週の労働時間が６０時間以上の労働者の割合は引き続き高い水準で推移するなど、いまだ長時 

間労働の実態がみられます。また、脳・心臓疾患に係る労災支給決定件数についても依然として高い水準で推移するなど、

過重労働による健康障害も多い状況にあるほか、割増賃金の不払に係る労働基準法違反も後を絶たないところです。   

   【過重労働による健康障害を防止するために】 

    ①時間外・休日労働時間の削減 

    ②年次有給休暇の取得促進 

    ③労働者の健康管理に係る措置の徹底 
 

   【賃金不払残業を解消するために】 

    ①労働時間適正把握基準を遵守しましょう。 

    ②職場風土を改革しましょう。 

    ③適正に労働時間の管理を行うためのシステムを整備しましょう。 

    ④労働時間を適正に把握するための責任体制を明確化しチェック体制を整備しましょう。 

  

 休日電話相談（平成27年11月7日） 

   ０１２０－７９４－７１３ 

 労働条件相談ほっとライン 

   ０１２０－８１１－６１０ 

    月・火・木・金 １７：００～２２：００ 

    土・日      １０：００～１７：００ 

 

  
 

      

             

          

             

           

               

            

           

★ 無料で自社をPR！ 掲載事業所募集中!! ★ 
  

 伊賀市商工会通信次回新春号（１月初旬発行予定）の「事業所紹介」への掲載事業所を募集しています。 

 伊賀市商工会通信は年２回発行しており、旧郡部約12,000世帯に配布しています。掲載ご希望の方は、商工 

 会本所（Tel 45-2210）までご連絡ください。なお、応募多数の場合は申し込み順に掲載させて頂きます。 


